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二
〇
〇
六
年
に
公
表
さ
れ
た
映
画
「
原
住
民（indigènes

）」
は
人
気
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
、
ジ
ャ
メ
ル
＝
ド
ゥ
ブ
ー
ズ
が
主
演
し
、

注
目
を
浴
び
た
。
カ
ン
ヌ
映
画
祭
の
主
演
男
優
賞
も
受
賞
し
た
こ
の
映
画
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
フ
ラ
ン
ス
軍
の
一
員
と
し
て

従
軍
し
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
兵
士
た
ち
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
軍
の
な
か
で
差
別
を
受
け
な

が
ら
も
戦
闘
を
勝
ち
抜
き
前
進
す
る
が
、
ア
ル
ザ
ス
地
方
で
の
戦
闘
で
マ
ス
ー
ド
を
残
し
戦
死
す
る
。
生
き
延
び
た
マ
ス
ー
ド

は
六
〇
年
後
に
戦
友
の
眠
る
墓
の
前
に
震
え
な
が
ら
跪
く
。
そ
し
て
、
一
人
小
さ
く
粗
末
な
ア
パ
ー
ト
の
一
室
に
帰
っ
て
い
く
。

「
一
九
五
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
か
ら
独
立
し
た
旧
植
民
地
出
身
の
狙
撃
兵
へ
の
恩
給
の
支
給
を
停
止
す
る
法
律
が
採
択
さ
れ
た
。

二
〇
〇
二
年
一
月
、
長
期
に
亘
る
裁
判
の
後
、
国
務
院
は
こ
の
恩
給
を
全
額
支
払
う
よ
う
要
求
し
た
。
し
か
し
、
歴
代
政
府
は
そ

の
支
払
い
期
限
を
先
延
ば
し
に
し
て
い
る
」
と
い
う
テ
ロ
ッ
プ
と
と
も
に
こ
の
映
画
は
終
わ
る
。
こ
の
映
画
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
明

確
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
自
国
の
戦
争
の
た
め
に
植
民
地
か
ら
連
れ
て
き
た
兵
士
を
不
当
に
扱
い
、
戦
後
も
不
当
に
扱
い
続
け
て
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い
る
こ
と
を
訴
え
、
是
正
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
の
抱
え
る
歴
史
問
題
の
一
端
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に

は
日
本
と
同
様
、
補
償
問
題
や
歴
史
解
釈
問
題
等
の
歴
史
問
題
が
存
在
す
る
。

 　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
日
中
、
日
韓
の
歴
史
問
題
が
仏
独
関
係
と
比
較
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
過
去
の
侵
略
に
関
し
て
反
省

し
、
謝
罪
し
て
い
る
ド
イ
ツ
と
過
去
に
関
し
て
反
省
し
て
い
な
い
日
本
と
い
う
論
点
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
異
な
る
地
域

の
歴
史
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
も
し
比
較
す
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
加
害
者
で
あ
る
植
民
地
政
策
に

も
っ
と
光
が
当
て
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

⃝
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
植
民
地
支
配
に
は
誤
っ
た
側
面
が
あ
っ
た
が
、
発
展
を
も
た
ら
し
た
等
、
正
当
化
す
る
主
張
が
依
然
支
持

を
集
め
て
い
る
。

⃝
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
し
て
謝
罪
や
補
償
を
行
っ
て
い
な
い
。

⃝
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
植
民
地
時
代
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
謝
罪
を
拒
否
し
て
い
る
。

⃝
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
の
原
因
が
ア
フ
リ
カ
の
文
化
と
習
慣
に
あ
る
と
の
趣
旨
を
公
言
し
て
い
る
。

⃝
フ
ラ
ン
ス
の
現
在
の
移
民
政
策
が
フ
ラ
ン
ス
的
価
値
観
の
受
容
を
要
求
す
る
点
で
、
過
去
の
植
民
地
政
策
（
同
化
政
策
）
と

相
通
じ
る
面
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
包
括
的
な
研
究
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
が
、
主
要
な
最
近
の
事
案
を
例
に
取
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
の
特
徴

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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一　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
歴
史
問
題

　
（
1
）
植
民
地
出
身
の
退
役
軍
人
に
対
す
る
補
償
問
題

　

植
民
地
出
身
の
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
は
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
例
え
ば
、
第
二
次
大
戦
の
ト

ゥ
ー
ロ
ン
で
の
戦
闘
の
際
は
、
連
合
軍
の
半
数
が
植
民
地
出
身
の
兵
士
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
貢
献
の
大
き

さ
に
拘
わ
ら
ず
、
植
民
地
出
身
の
兵
士
は
戦
後
の
補
償
に
関
し
て
大
き
な
差
別
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
戦
争
で
障
害
を
負
っ
た

フ
ラ
ン
ス
人
兵
士
は
月
に
四
〇
八
一
フ
ラ
ン
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、セ
ネ
ガ
ル
出
身
の
兵
士
で
あ
れ
ば
、

月
に
一
四
六
三
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
ギ
ニ
ア
出
身
の
兵
士
で
あ
れ
ば
六
七
三
フ
ラ
ン
、
モ
ロ
ッ
コ
出
身
の
兵
士
で
あ
れ
ば
四
〇
〇
フ

ラ
ン
の
年
金
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

（
1
（

。
ま
た
、
植
民
地
出
身
の
兵
士
の
未
亡
人
は
、
年
金
を
全
く
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
、一
九
五
九
年
に
は
年
金
の
支
給
自
体
が
打
ち
切
ら
れ
た
。
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
、

旧
植
民
出
身
の
退
役
軍
人
は
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
し
た
。
そ
し
て
国
務
院
は
こ
の
訴
え
を
認
め
、
国
に
年
金
の
全

額
支
給
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
現
地
の
物
価
水
準
を
理
由
に
、
年
金
の
全
額
支
給
に
は
応
じ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
国
連
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

二
〇
〇
七
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
先
述
の
「
原
住
民
」
を
鑑
賞
し
た
シ
ラ
ク
大
統
領
の
決
定
に
よ
り
、
植
民
地
出
身
の
退
役

軍
人
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
退
役
軍
人
と
同
額
の
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
金
制
度
の
見
直
し
は
約
八
万
人
の
旧
植
民

地
出
身
の
退
役
軍
人
に
適
用
さ
れ
、
年
約
一
億
一
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
支
給
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
五
九
年
の
年

金
支
給
の
凍
結
ま
で
は
遡
及
せ
ず
、
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
旧
植
民
地
出
身
の
退
役
軍
人
が
約
半
世
紀
に
亘
り
被
っ
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た
不
正
は
否
定
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
（
2
）
奴
隷
貿
易
及
び
植
民
地
支
配
へ
の
謝
罪
及
び
補
償

　

フ
ラ
ン
ス
は
植
民
地
支
配
に
関
し
、
公
式
な
謝
罪
は
行
っ
て
い
な
い
。
確
か
に
、
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、
二
〇
〇
五
年
に
コ
ン
ゴ

（
共
）
国
会
で
の
演
説
に
お
い
て
、「
三
世
紀
半
近
く
に
わ
た
り
数
百
万
人
の
ア
フ
リ
カ
人
が
強
制
収
容
さ
れ
た
と
い
う
、
西
欧
が

も
は
や
無
視
も
沈
黙
も
で
き
な
い
歴
史
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
尊
厳
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
。
ま

た
、
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、
一
九
四
七
年
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
で
起
こ
っ
た
騒
乱
に
対
す
る
大
弾
圧

（
（
（

を
認
め
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五

年
七
月
二
一
日
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、「
植
民
地
制
度
が
逸
脱
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
、
弾
圧
の
受
け
入
れ
る
こ
と
の
出
来
な

い
性
質
を
、
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た

（
3
（

。
ま
た
、
ド
ゥ
ラ
ノ
エ
・
パ
リ
市
長
が
「
植
民
地
支
配
は
極
め
て
遺
憾
な

行
為
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

（
4
（

、
二
〇
〇
五
年
に
駐
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
大
使
が
、
セ
テ
ィ
フ
の
虐
殺
（
5
（

を
「
ゆ
る
さ
れ
ざ
る
悲

劇
」
と
述
べ
る
な
ど
の
、
個
別
の
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
と
し
て
の
公
式
の
謝
罪
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
サ
ル
コ
ジ
大

統
領
は
植
民
地
支
配
の
歴
史
に
関
し
「
機
械
的
な
悔
恨
（repentance

）
へ
の
抑
え
が
た
い
傾
向
（
6
（

」
を
非
難
し
、
絶
え
ず
悔
恨
す

る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
植
民
地
支
配
が
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
ダ
カ
ー
ル
の
演
説
や
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
で
の
演
説
で

認
め
て
い
る
が
、
謝
罪
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
も
イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
同
様
、
植
民
地
支
配
及
び
奴
隷
支
配
に
対
す
る
直
接
的
な
補
償
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
植
民

地
支
配
の
事
実
は
古
く
そ
の
現
代
へ
の
影
響
を
計
量
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
解
放
さ
れ
て
か
ら
三
代
、
四
代

経
過
し
た
奴
隷
の
子
孫
が
祖
父
、
祖
母
の
被
っ
た
損
害
を
要
求
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
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を
初
め
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
や
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
で
も
大
規
模
な
奴
隷
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
奴
隷
取
引
の
み
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
公
平
性
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
も
あ
る
。

　

例
外
的
な
の
は
、
イ
タ
リ
ア
と
リ
ビ
ア
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
八
月
三
一
日
、
イ
タ
リ
ア
は
リ
ビ
ア
に
対
し
、
過
去

の
植
民
地
支
配
に
つ
い
て
謝
罪
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
補
償
と
し
て
約
五
〇
億
ド
ル
の
投
資
を
約
束
し
た
。
同
合
意
の
直
後
、
外

務
・
欧
州
問
題
省
の
報
道
官
は
「
リ
ビ
ア
と
イ
タ
リ
ア
の
合
意
は
前
例
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
」
旨
を
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
に

よ
る
植
民
地
支
配
の
謝
罪
及
び
補
償
を
否
定
し
た

（
7
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
奴
隷
貿
易
や
植
民
地
支
配
に
関
す
る
謝
罪
や
補
償
の
欠
如
は
移
民
の
怒
り
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
九
八
年
は
、
奴
隷
制
度
廃
止
一
五
〇
周
年
の
記
念
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
を
前
後
し
て
、
ア
フ
リ
カ
や
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島

出
身
の
移
民
か
ら
現
状
是
正
の
要
求
が
噴
出
し
た
。
彼
ら
は
、
郊
外
（banlieue

と
呼
ば
れ
る
貧
し
い
地
域
）
に
住
み
、
差
別
や

疎
外
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
自
分
た
ち
が
権
力
や
富
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
原
因
を
、
自

分
た
ち
の
起
源
に
結
び
つ
け
、
過
去
の
植
民
地
支
配
の
犯
罪
の
認
知
と
そ
の
埋
め
合
わ
せ
を
求
め
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
海
外
領
土
研
究
所
の
ペ
リ
ア
（M

arie-Georges PERIA

）
副
所
長
は
「
以
前
か
ら
不
平
不
満
は
あ
っ
た
。
し
か
し

今
日
、
そ
れ
が
口
に
出
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
、
不
満
は
意
図
的
に
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
表
現
す

る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
の
奴
隷
制
度
廃
止
一
五
〇
周
年
記
念
か
ら
、
植
民
地
出
身
者
た
ち
は
怨
恨
を
表

明
し
始
め
た
。
そ
れ
以
来
、
要
求
が
益
々
強
く
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
様
に
自
分
達
が
現
在
被
っ
て
い
る
不
正
の
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原
因
を
過
去
の
不
正
に
結
び
つ
け
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
や
奴
隷
貿
易
を
糾
弾
す
る
論
調
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

一
連
の
運
動
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
ギ
ア
ナ
出
身
の
国
民
議
会
議
員
ト
ー
ビ
ラ
（Christina T

A
U

BIRA

）
が
提
案
し
て
二
〇
〇
一

年
五
月
に
可
決
さ
れ
た
「
奴
隷
貿
易
を
人
道
に
対
す
る
罪
と
す
る
法
案
」
と
し
て
結
実
す
る
。

　　

奴
隷
貿
易
と
植
民
地
支
配
に
関
し
て
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら
も
そ
の
補
償
を
求
め
る
要
求
が
出
て
い
る
。
一
九
九
三
年
に
、

ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｕ
）
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
で
植
民
地
支
配
と
奴
隷
貿
易
の
補
償
に
関
す
る
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
会
議
を
開

催
し
た
。
そ
の
会
議
で
採
択
さ
れ
た
ア
ブ
ジ
ャ
宣
言
は
旧
宗
主
国
に
対
し
、
植
民
地
支
配
と
奴
隷
貿
易
の
損
害
に
対
し
「
資
金
の

移
譲
及
び
債
務
の
取
り
消
し
の
形
で
の
完
全
な
賠
償
」
を
求
め
て
い
る
。

　
（
3
）
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
責
任

　

ブ
リ
ュ
ネ
ル
（Sylvie BRU
N

EL

）
は
、「
植
民
地
支
配
が
、
ア
フ
リ
カ
の
搾
取
に
繋
が
っ
た
と
い
う
考
え
は
相
対
化
さ
れ
な

く
て
は
い
け
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

（
8
（

。
植
民
地
支
配
が
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
の
唯
一
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
単

純
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
植
民
地
支
配
の
あ
る
側
面
が
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
に
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
な
要
因

に
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

ま
ず
、
第
一
に
植
民
地
は
宗
主
国
か
ら
の
工
業
生
産
品
を
市
場
価
格
よ
り
高
い
値
段
で
買
っ
て
い
た
上
に
、
豊
富
な
工
業
製
品

の
輸
入
は
国
内
産
業
の
発
展
を
妨
げ
た
。
第
二
に
、
長
い
間
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
の
為
替
レ
ー
ト
は
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
と
高
い
レ
ー

ト
で
固
定
さ
れ
、
Ｃ
Ｆ
Ａ
フ
ラ
ン
の
信
用
を
高
め
た
が
、
同
時
に
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
金
融
政
策
の
自
由
を
大
き
く
規
制
し
、
国
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際
市
場
で
の
競
争
力
を
引
き
下
げ
た
。
第
三
に
奴
隷
貿
易
は
、
数
千
万
人
の
ア
フ
リ
カ
人
を
強
制
的
に
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
連
れ

出
し
、
ア
フ
リ
カ
の
一
部
の
地
域
で
は
そ
の
人
口
が
完
全
に
は
回
復
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
影
響
を
計
量
す
る
こ
と
は

困
難
な
も
の
の
、
植
民
地
支
配
及
び
独
立
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
で
の
政
策
が
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
に
影
響
し
た
可
能
性
は

否
定
し
得
な
い
。

　
　

二　

植
民
地
支
配
と
歴
史
問
題

　
（
1
）　

植
民
地
支
配
の
肯
定
的
側
面
に
関
す
る
法
案
を
め
ぐ
る
論
争

　

二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
に
提
出
さ
れ
た
植
民
地
支
配
の
肯
定
的
側
面
に
関
す
る
法
案
を
め
ぐ
る
論
争
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
大

き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
。
そ
の
第
四
条
は
「les program

m
es scolaires reconaissent en particulier le rôle positif 

de la présence française outre-m
er, notam

enet en A
frique du N

ord

（
教
育
要
綱
は
植
民
地
、
特
に
北
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
肯
定
的
側
面
を
認
め
る
）」
と
明
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
法
律
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
に
は
二
段
階
あ
っ
た
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
策
の
歴
史
解
釈
を
前
提
と
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
Ｕ
Ｍ
Ｐ
（
国
民
運
動
連
合
）
の
フ
ェ
ネ
ッ
ク
（Georges FEN

ECH

）
は
国
民
議
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
あ
な
た
方
は
、
我
々
が
植
民
地
時
代
を
絢
爛
で
輝
か
し
い
時
代
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
非
難
す
る
。

我
々
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
あ
な
た
方
に
応
え
る
。
植
民
地
支
配
に
は
影
の
部
分
も
あ
っ
た
。
特
に
、
先
住
民
は
土
地
を
没
収
さ

れ
、
隷
属
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
皆
さ
ん
、
こ
の
よ
う
な
征
服
に
よ
る
植
民
地
化
は
も
ち
ろ
ん
暴
虐
を
伴
っ
た
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し
、
犠
牲
者
を
出
し
た
し
、
苦
悩
を
生
み
出
し
た
が
、
世
代
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
間
の
共
存

と
友
愛
と
平
等
に
変
わ
っ
た
。
入
植
者
と
先
住
民
の
関
係
は
、
少
し
ず
つ
運
命
を
共
有
し
て
い
る
と
い
る
連
帯
感
を
生
み
出
し
て

い
っ
た
。
皆
さ
ん
、
少
な
く
と
も
植
民
地
化
の
原
罪
だ
け
を
理
由
に
、
も
う
一
つ
の
よ
り
新
し
い
平
和
な
、
そ
し
て
間
違
い
な
く

植
民
地
を
豊
か
に
し
た
時
代
に
つ
い
て
話
す
こ
と
を
一
切
完
全
に
禁
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い

（
9
（

。」

　

こ
の
法
案
は
Ｕ
Ｍ
Ｐ
と
社
会
党
の
間
で
、
大
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
法
案
の
第
四
条
を
採
択
し
よ
う
と
す
る
Ｕ
Ｍ
Ｐ

に
と
っ
て
は
、
こ
の
法
案
が
差
別
や
疎
外
に
苦
悩
す
る
郊
外
の
若
者
の
同
化
を
促
進
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
Ｕ
Ｍ
Ｐ
の
ケ
ー
ル

（Christian K
ert

）
議
員
は
「
一
年
生
の
時
か
ら
、
植
民
地
時
代
の
否
定
的
側
面
を
強
調
し
た
教
育
を
受
け
る
移
民
の
子
孫
達
に

植
民
地
時
代
の
肯
定
的
側
面
を
教
え
る
の
は
有
益
で
は
な
い
か
。
歴
史
家
が
フ
ラ
ン
ス
を
彼
等
の
出
身
国
を
搾
取
し
、
彼
等
の
祖

先
を
虐
待
し
た
国
と
し
て
し
か
記
さ
な
い
と
き
に
、
ど
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
で
い
る
こ
と
に
誇
り
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
か

（
（（
（

」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
ギ
バ
ル
（Jean-Claude GU

IBA
L

）
議
員
は
「
ど
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
若
者
は
彼
等
の
父
親
を
虐
待
し
た

こ
と
を
非
難
し
続
け
る
国
民
に
連
帯
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
か

（
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
発
言
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
彼

等
は
国
民
の
一
体
性
を
維
持
し
強
化
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
の
肯
定
的
側
面
の
教
育
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る

点
で
あ
る
。

　

こ
の
法
案
は
特
に
歴
史
家
の
反
対
を
受
け
た
。
こ
の
法
案
へ
の
反
対
の
理
由
は
主
に
三
つ
有
り
、
一
つ
目
は
こ
の
法
案
が
公
式

な
歴
史
を
押
し
つ
け
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
植
民
地
支
配
の
肯
定
的
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
民
地
支
配
の
虐

殺
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
奴
隷
制
度
、
そ
し
て
現
代
の
人
種
差
別
な
ど
重
大
な
罪
に
関
し
、
公
式
の
虚
偽
を
押
し
付
け
る
こ
と
。
三
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つ
目
は
、
こ
の
法
律
が
国
家
的
な
共
同
体
主
義
を
正
当
化
し
、
他
の
過
去
を
否
定
さ
れ
た
共
同
体
の
反
発
を
引
き
起
こ
す
こ
と
、

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
大
き
な
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
同
法
案
の
四
条
は
国
民
議
会
で
の
多
数
を
維
持
す
る
Ｕ
Ｍ
Ｐ
に
よ
っ
て
推

進
さ
れ
る
が
、
反
対
の
強
さ
を
危
惧
し
た
シ
ラ
ク
大
統
領
の
大
統
領
令
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
。

　
（
2
）
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
政
策

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
当
選
後
二
〇
〇
七
年
七
月
二
六
日
に
セ
ネ
ガ
ル
を
訪
問
し
ダ
カ
ー
ル
大
学
で
演
説
を
し
た
。
こ
の
演
説

は
全
体
と
し
て
は
、
植
民
地
支
配
の
誤
り
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
部
分
的
に
植
民
地
支
配
を
肯
定
し
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
の

後
進
性
の
原
因
を
ア
フ
リ
カ
の
文
化
に
求
め
る
な
ど
の
発
言
を
含
み
、
後
に
差
別
的
だ
と
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

例
え
ば
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
「
植
民
地
支
配
が
ア
フ
リ
カ
の
直
面
す
る
全
て
の
問
題
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
ア

フ
リ
カ
人
同
士
の
血
な
ま
ぐ
さ
い
戦
争
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は

独
裁
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
幻
想
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
汚
職
の
原
因
で
は
な
い
。
植
民
地
支
配
は
浪

費
と
汚
染
の
原
因
で
は
な
い

（
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
「
植
民
者
は
橋
や
道
や
病
院
や
診
療
所
や
学
校
を

建
設
し
た
。
苦
労
し
て
未
開
地
を
耕
し
、
知
恵
を
与
え
た

（
（（
（

。（
中
略
）
邪
悪
な
人
も
い
た
が
、
善
良
な
人
も
い
た
。
彼
ら
は
文
明

を
も
た
ら
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
の
だ

（
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
発
言
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
の
肯
定
的
側

面
を
強
調
し
、
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
責
任
の
責
任
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
同
じ
く
ダ
カ
ー
ル
演
説
の
中
で
、「（
前
略
）
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ア
フ
リ
カ
の
悲
劇
は
、
ア
フ
リ
カ
人
が
十
分
に
歴
史
の
中
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
農
民
は
、
何
千
年

も
前
か
ら
、
季
節
と
共
に
生
き
、
理
想
的
な
生
活
は
自
然
と
共
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
永
久
に
繰
り
返
す
動
作
と
言
葉
の
反
復
以

外
を
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
全
て
が
繰
り
返
す
と
い
う
思
想
の
下
で
は
、
冒
険
や
進
歩
と
い
う
考
え
方
の
余
地
は
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
自
然
が
全
て
を
命
じ
る
世
界
で
は
、
人
は
現
代
人
を
苛
む
歴
史
の
苦
悶
か
ら
逃
れ
、
全
て
が
予
定
さ
れ
て
い
る

不
変
の
秩
序
の
な
か
で
、
行
動
を
起
こ
そ
う
と
は
し
な
い
。
人
は
決
し
て
未
来
に
向
か
っ
て
駆
け
出
そ
う
と
は
思
わ
な
い
。
人
は

決
し
て
反
復
を
止
め
て
、
運
命
を
変
え
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
ア
フ
リ
カ
の
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
友
人
よ
、
言
わ

せ
て
欲
し
い
。
ア
フ
リ
カ
の
挑
戦
は
よ
り
歴
史
に
入
る
こ
と
な
の
だ

（
（（
（

（
後
略
）」。
こ
の
演
説
は
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
の

貧
困
に
関
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
の
原
因
は
、
ア
フ
リ
カ
人
自
身
の
文
化
、
考
え
方
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
一
連
の
発
言
は
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
ア
フ
リ
カ
人
に
関
す
る
考
え
方
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
フ
リ

カ
人
の
精
神
を
西
欧
文
明
の
基
準
に
沿
っ
て
変
革
す
る
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
ダ
カ
ー
ル
で
、「
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
よ
。
ア
フ
リ
カ
は
も
っ
と
歴
史
に
入
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
呼
び
か
け
る
と
き
、
彼
は
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
に
、
進
歩
や
発
展
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
文
明
に
代
表
さ
れ
る
近
代
西
欧
文
明
を

高
所
か
ら
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
発
言
は
、
植
民
地
に
文
明
を
も
た
ら
す
使
命
（m

ission 

civilisatrice

）
を
信
じ
て
軍
事
的
征
服
を
お
こ
な
っ
た
植
民
者
の
考
え
方
と
本
質
的
に
同
質
で
あ
る
。

　

こ
の
演
説
は
、
主
に
ゲ
ノ
大
統
領
特
別
補
佐
官
に
よ
っ
て
、
外
務
・
欧
州
問
題
省
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
執
筆
さ
れ
た
と
言
わ

れ
て
お
り
、
直
接
的
に
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
確
信
を
表
明
す
る
も
の
と
捉
え
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
事
実
、
二
〇
〇
八
年
二
月
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に
南
ア
フ
リ
カ
を
訪
問
し
た
際
の
演
説
で
は
、
文
化
的
な
側
面
に
関
す
る
強
調
は
影
を
潜
め
た
。
し
か
し
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が

就
任
後
初
め
て
の
ア
フ
リ
カ
訪
問
で
、
ダ
カ
ー
ル
大
学
と
い
う
場
で
行
な
っ
た
こ
の
演
説
の
意
味
は
重
く
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の

考
え
方
の
一
端
を
表
す
も
の
と
推
定
で
き
る
。

　
　

三　

移
民
問
題
と
歴
史
問
題

　
（
1
）
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
の
植
民
地
の
亀
裂
を
巡
る
論
争

　

二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
（Pascal Blanchard

）
執
筆
に
よ
る
植
民
地
の
亀
裂
（Fracture Coloniale

）

は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
こ
の
著
作
の
中
で
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
分
断
す
る

移
民
問
題
の
起
源
を
、植
民
者
（colonisateur

）
の
子
孫
と
植
民
地
化
さ
れ
た
者
（colonisé

）
の
子
孫
の
間
の
亀
裂
（fracture

）

が
現
代
に
持
ち
込
ま
れ
、
移
民
の
多
数
住
む
郊
外
が
そ
の
対
立
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

ク
レ
テ
ィ
ア
ン
（Jean-Pierre CH

RET
IEN

）
ア
フ
リ
カ
世
界
研
究
所
研
究
員
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
の
分
析
は
移
民
の
文

化
的
な
相
違
を
現
在
の
郊
外
の
問
題
の
主
要
な
原
因
と
し
て
い
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
旧
植
民
地
出
身
の
移
民
が
フ

ラ
ン
ス
社
会
に
溶
け
込
め
な
い
の
は
、
旧
植
民
地
か
ら
の
移
民
が
そ
の
未
開
性
を
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
込
み
、
共
和
国
の
価
値
に
順

応
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
植
民
地
時
代
の
家
父
長
的
支
配
（paternalism

e

）
の
延
長
で
あ
る
、
と
非
難
す
る
。
こ

の
よ
う
な
視
点
で
移
民
問
題
を
捉
え
る
と
き
、
移
民
は
共
和
国
の
価
値
観
を
植
え
付
け
、
教
化
す
る
対
象
で
し
か
な
く
、
移
民

の
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
統
合
（intégration

）
は
、
植
民
地
時
代
に
試
み
ら
れ
た
同
化
（assim

ilation

）
の
延
長
で
し
か
な
い
、



194

と
看
破
し
て
い
る
（
（（
（

。
文
化
的
な
要
因
を
現
在
の
移
民
問
題
の
唯
一
の
理
由
と
す
る
こ
と
の
反
例
と
し
て
彼
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の

イ
タ
リ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
移
民
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
今
日
ほ
と
ん
ど
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
安
価
な
労
働
力
と
し
て
フ

ラ
ン
ス
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
イ
タ
リ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
同
化
に
も
現
代
と
同
様
な
困
難
が
伴
っ
た
。

彼
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
じ
よ
う
に
白
人
で
あ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当
時
の
階
級
闘
争
は
熾
烈
で
、
労
働
環
境

は
劣
悪
で
抗
議
や
暴
動
は
激
し
く
弾
圧
さ
れ
た

（
（（
（

。
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
は
、
文
化
的
要
因
の
み
を
移
民
問
題
の
原
因
と
す
る
こ
と
で
き

な
い
、
と
主
張
す
る
。
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
は
移
民
問
題
に
関
し
、
文
化
的
側
面
を
過
剰
に
強
調
す
る
こ
と
は
「
文
明
の
衝
突
」
の
理

論
と
同
一
で
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
中
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
移
民
と
い
う
「
文
明
の
衝
突
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張

す
る

（
（（
（

。

　
（
2
）
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
移
民
政
策

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
（
当
時
内
相
）
は
移
民
問
題
に
対
し
て
厳
し
い
対
応
を
と
る
こ
と
で
人
気
を
高
め
た
。
二
〇
〇
五
年
一
〇
月

に
発
生
し
た
郊
外
の
移
民
に
よ
る
暴
動
で
は
、
暴
徒
に
対
し
「
社
会
の
く
ず
（racaille

）」
と
発
言
し
、
反
発
を
受
け
た
が
、
同

時
に
強
硬
姿
勢
が
評
価
さ
れ
た
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
Ｔ
Ｖ
5
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
、
ア
フ
リ
カ
出

身
移
民
の
問
題
に
関
し
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン
マ
ー
ク
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
の
移
民
と
は
異
な
る
」
と
述
べ
た
。
こ
の
発
言

は
移
民
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
不
適
応
の
原
因
は
移
民
の
文
化
や
習
慣
に
有
り
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
溶
け
込
む
に
は
、
共
和
国
の

価
値
に
感
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
考
え
方
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
こ
の
よ
う
な
移
民
に
共
和
国
的
価
値
の
受
容
を
求
め
る
姿
勢
は
、
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
内
相
の
時
代
に
提
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出
し
採
択
さ
れ
た
「
選
択
さ
れ
た
移
民
（im

m
igration choisie

）」
法
案
に
明
ら
か
で
あ
る
。
滞
在
許
可
証
の
取
得
を
希
望
す

る
者
は
、「
受
け
入
れ
統
合
契
約
（contrat d’acceuil et d’intégration

）」
を
結
ぶ
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
契
約
に

よ
っ
て
、
共
和
国
的
価
値
を
学
ぶ
た
め
の
研
修
が
義
務
付
け
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
研
修
も
義
務
付
け
ら
れ
る
。

サ
ル
コ
ジ
内
相
（
当
時
）
の
狙
い
は
、
優
秀
な
労
働
者
を
受
け
入
れ
経
済
を
活
性
化
す
る
と
同
時
に
、
滞
在
許
可
証
の
取
得
に
際

し
フ
ラ
ン
ス
語
の
習
得
と
共
和
国
的
価
値
観
の
習
得
を
義
務
づ
け
、
社
会
的
統
合
を
進
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
策

は
、ク
レ
テ
ィ
ア
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
植
民
地
時
代
の
同
化
（assim

ilation

）
政
策
の
延
長
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

共
和
国
的
価
値
の
受
容
を
要
求
す
る
姿
勢
に
植
民
地
時
代
と
の
共
通
性
を
指
摘
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
3
）
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
と
歴
史
問
題
の
連
続
性

　

ク
レ
テ
ィ
ア
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
時
代
に
使
わ
れ
た
同
化
（assim

ilation

）
と
い
う
言
葉
と

移
民
問
題
に
関
し
使
わ
れ
る
統
合
（intégration
）
と
い
う
言
葉
に
は
連
続
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
統
合
政
策
の
根
源
は

フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
時
代
の
同
化
政
策
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
の
問
題
の
根
源
を
分
析
す
る
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地

政
策
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ダ
ブ
ジ
（Pierre D

A
BEZIES

）
元
ガ
ボ
ン
大
使
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
を
次
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。「
イ
ギ
リ
ス

人
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
以
外
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
よ
う
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
今
ま
で
一
度
も
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

故
、
植
民
地
に
対
し
て
同
化
政
策
あ
る
い
は
連
帯
政
策
と
い
っ
た
終
わ
り
の
な
い
熟
考
を
す
る
こ
と
な
く
間
接
支
配
を
行
な
っ
て

き
た
。
そ
の
統
治
方
法
は
、
恐
ら
く
フ
ラ
ン
ス
の
「
直
接
統
治
」
よ
り
賢
明
な
方
法
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
、
ク
リ
ケ
ッ
ト
や
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紅
茶
の
習
慣
ば
か
り
で
な
く
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
や
議
会
主
義
な
ど
重
要
な
習
慣
を
残
し
つ
つ
、
如
何
な
る
感
情
も
な
く
、
然
し

た
る
大
き
な
問
題
も
な
く
、
植
民
地
か
ら
去
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
連
合

の
苦
難
や
枠
組
み
法
、
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
の
失
敗
等
を
経
て
、
旧
植
民
地
諸
国
と
の
関
係
の
維
持
に
腐
心
し
た
為
、
植
民
地
化
は

イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
よ
り
骨
を
折
る
も
の
で
あ
っ
た
。
植
民
地
同
化
政
策
に
よ
る
部
分
的
に
共
有
さ
れ
た
文
化
の
浸
透
か
ら
、
そ
の

文
化
を
共
有
す
る
と
い
う
自
尊
心
と
そ
れ
を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
い
う
意
思
か
ら
、
一
種
の
家
族
的
な
感
情
が
芽
生
え
た
。
そ

の
為
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
諸
国
は
全
体
と
し
て
独
立
を
要
求
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
完
全
な
独
立
を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
間
に
例
外
的
な
特
殊
な
関
係
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る

（
（（
（

。」

　

こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
は
、
原
住
民
に
そ
の
文
化
、
伝
統
な
ど
精
神
的
変
化
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
が
イ
ン
ド
で
行
な
っ
た
よ
う
に
、
既
存
の
支
配
階
級
を
取
り
込
み
、
そ
れ
を
利
用
し
て
人
々
を
支
配
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ラ

ン
ス
人
が
直
接
支
配
す
る
た
め
に
は
、
被
支
配
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
、
そ
し
て
そ
の
共
和
国
的
価
値
に
共
鳴
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ

た
。

　

こ
の
よ
う
な
同
化
政
策
が
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
は
、
第
三
共
和
政
の
下
で
あ
っ
た
。
普
仏
戦
争
に

敗
北
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
を
失
っ
た
。
当
時
政
権
を
握
っ
て
い
た
共
和
派
は
王
党
派
に
対
し
、
海
外
領
土
を

広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
王
党
派
は
盲
目
的
な
領
土
拡
大
を
批
判
し
、
愛
国
的

な
詩
人
デ
ル
レ
ー
ド
（Paul D

ERO
U

LED
E

）
の
言
葉
「
私
は
二
人
の
妹
を
失
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
な
た
は
二
〇
人
の
家
政
婦

を
私
に
く
れ
る
と
言
う
」
を
引
用
し
、
共
和
派
の
政
策
を
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、
共
和
派
は
植
民
地
化
し
た
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人
々
の
心
も
征
服
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
（（
（

。
つ
ま
り
、
征
服
し
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
や
セ
ネ
ガ
ル
人
を

フ
ラ
ン
ス
人
に
変
え
ら
れ
る
と
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
植
民
地
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
歴
史
の
教
師
は
黒

人
の
生
徒
に
向
か
っ
て
「
あ
な
た
達
の
祖
先
は
ガ
リ
ア
人
で
あ
る
」
と
教
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
先
住
民
に
同
化
を
求
め
る
政
策
は
、
植
民
地
独
立
後
に
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
込
ま
れ
た
先
住
民
、
つ
ま
り
移
民
に
統

合
政
策
と
し
て
当
て
は
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
植
民
地
に
対
し
間
接
支
配
を
し
た
イ
ギ
リ
ス
が
、
移
民
に
対
し
多
文
化
主
義
を
取

り
、
国
内
に
文
化
的
に
異
質
な
人
々
と
し
て
維
持
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
植
民
地
政
策
の
延
長
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
植
民
地
政

策
、
及
び
移
民
政
策
の
差
異
は
各
国
の
政
治
文
化
の
相
違
に
起
因
す
る
。
つ
ま
り
、
議
会
制
民
主
主
義
の
伝
統
が
強
く
、
異
質
な

要
素
を
包
摂
し
て
行
く
政
治
体
制
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
伝
統
を
有
す
る
合
理
主
義
と
普
遍
的
価
値
を
重
視
す
る
政
治
文
化
の
差
異

が
両
国
の
植
民
地
政
策
及
び
そ
れ
に
続
く
移
民
政
策
の
差
異
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
旧
植
民
地
出
身
の
移

民
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
の
市
民
権
を
付
与
さ
れ
つ
つ
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い

る
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
は
フ
ラ
ン
ス
の
価
値
観
を
受
け
入
れ
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ

た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
移
民
の
持
ち
込
ん
だ
文
化
と
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
国
的
価
値
観
の
葛
藤
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　

結　
　

論

　

フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
は
英
の
植
民
地
政
策
よ
り
深
く
植
民
地
に
根
を
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
間
に
は
強
い
紐
帯
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
強
い
紐
帯
は
植
民
地
独
立
後
も
国
家
元
首
同
士
の
親
密
な
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関
係
、
経
済
援
助
の
優
先
的
配
分
、
投
資
、
防
衛
協
定
な
ど
を
通
じ
、
維
持
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
見
返
り
に
、
天
然
資
源

の
優
先
的
配
分
、
国
連
を
初
め
と
す
る
国
際
舞
台
で
の
旧
植
民
地
諸
国
の
支
持
な
ど
を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
特
権
的
な
関
係
が
時

に
、
汚
職
、
賄
賂
、
武
器
の
密
売
な
ど
の
原
因
に
な
り
、
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク

（
（（
（

と
い
う
言
葉
で
揶
揄
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
と
旧
植
民
地
諸
国
と
の
特
権
的
関
係
は
、
政
権
の
交
代
に
関
わ
ら
ず
ほ
ぼ
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
大
統
領
府
の
ア

フ
リ
カ
担
当
補
佐
官
に
実
子
の
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
＝
ミ
ッ
テ
ラ
ン
を
据
え
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
特
権
的
関
係
の
維
持
に
努

め
た
左
派
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
伝
統
的
な
ゴ
ー
リ
ス
ト
で
あ
る
シ
ラ
ク
大
統
領
の
旧
植
民
地
に
対
す

る
態
度
も
、
大
き
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
が
国
際
政
治
に
お
い
て
影
響
力
を
保
持
す
る
た
め
に
旧
植
民
地
諸

国
と
の
紐
帯
を
重
要
視
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
紐
帯
は
、
不
透
明
で
汚
職
に
ま
み
れ
た
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
綿
々
と
続
く
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ン
ゴ
ラ
ゲ
ー
ト
事
件

（
（（
（

、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ワ
ン
ダ
大
虐
殺
に
お
け
る
責

任
の
追
及

（
（（
（

な
ど
を
経
て
、
よ
り
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
注
目
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
こ
の
よ
う
な
関
係
の
見
直

し
を
訴
え
て
い
る
が
、
不
透
明
な
関
係
を
完
全
に
払
拭
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
政
策
を
非
難
す
る
言
説
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
国
益
を
重
要
視
す
る
ア
フ
リ
カ
政
策
を
植
民
地

政
策
の
延
長
と
捉
え
、
ア
フ
リ
カ
の
低
開
発
の
原
因
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
著
名
な
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
人
の
研
究

者
で
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
機
構
（CN

RS

）
の
研
究
員
も
務
め
た
ニ
ア
ン
ゴ
ラ
ン
＝
ボ
ア
は
「
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
視
点
」
と
い
う

短
稿
の
な
か
で
「
欧
州
が
我
々
を
後
退
さ
せ
、
進
歩
す
る
の
を
妨
げ
て
い
る
の
だ
。
奴
隷
貿
易
か
ら
今
日
ま
で
。」
と
述
べ
て
い
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る
（
（（
（

。 
　

ま
た
、フ
ラ
ン
ス
の
移
民
も
自
ら
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
政
策
の
犠
牲
者
と
考
え
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、二
〇
〇
五

年
に
設
立
さ
れ
た
、
著
名
人
や
知
識
人
を
多
く
巻
き
込
ん
だ
「
我
ら
共
和
国
の
原
住
民
（indigène de la république

）」
運
動

は
、
そ
の
宣
言
の
な
か
で
「
フ
ラ
ン
ス
は
植
民
地
主
義
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
在
も
植
民
地
国
家
で
あ
り
続
け
て
い
る
（la 

France a été un État colonial [...]. [Elle] reste un État colonial

）（
（（
（

」
と
表
明
し
、「
移
民
の
子
孫
は
そ
の
直
接
の
犠
牲
者

で
あ
る
」
と
訴
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
述
、
運
動
の
分
析
の
客
観
性
は
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
移
民
問
題

を
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
の
歴
史
と
直
接
結
び
つ
け
る
言
説
が
反
響
を
呼
ん
で
い
る
の
は
否
定
し
得
な
い
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領

の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
謝
罪
を
拒
否
し
、
移
民
に
対
す
る
高
圧
的
で
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
受
容
を
要
求
す
る
態
度
が
、
移
民
の

怒
り
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
が
ブ
ラ
ン
シ
ャ
ー
ル
の
移
民
問
題
に
関
す
る
分
析
を
「
文
明
の
衝
突
」
と
同
じ
理
論
で
あ
る
と
し
た

批
判
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
言
説
に
は
、
植
民
地
支
配
の

責
任
を
認
め
ず
、
ア
フ
リ
カ
の
貧
困
の
原
因
を
ア
フ
リ
カ
の
文
化
、
伝
統
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
と
の
文
化
的
差

異
を
過
剰
に
強
調
し
、「
文
明
の
衝
突
」
に
帰
結
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る

（
（（
（

。

　　

注
（
1
）　Le M

ouvem
ent contre le racism

e et pour l’am
itié entre les peuples

（M
RA

P

）, «La dette du sang: Les V
ieux coloniaux 
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rescapés des guerres», Ecarts d
’identité, N

°87, D
écem

bre 1998.

http://w
w

w
.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/6_87_17.pdf （

ア
ク
セ
ス
日
時
：
二
〇
一
一
年
八
月
七
日
）

（
（
）　

犠
牲
者
の
数
は
、
八
千
人
か
ら
九
万
人
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
定
ま
っ
て
い
な
い
。

（
3
）　

二
〇
〇
五
年
九
月
二
七
日
付
け
ル
・
フ
ィ
ガ
ロ
紙

（
4
）　

二
〇
〇
五
年
四
月
二
五
日
付
け
ル
・
モ
ン
ド
紙

（
5
）　

第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
勝
を
祝
う
デ
モ
行
進
が
暴
動
に
発
展
し
、
百
数
名
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
殺
害
さ
れ
た
。
植
民
地
警
察
当
局
は
大
規

模
な
鎮
圧
作
戦
を
展
開
し
、
大
規
模
な
虐
殺
を
行
っ
た
。
犠
牲
者
の
数
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
よ
れ
ば
四
万
五
千
人
、
歴
史
家
に
よ
れ

ば
八
千
人
な
ど
定
ま
っ
て
い
な
い
。

（
6
）　Le Journal du dim

anche du 11 décem
bre （005

（
7
）　

二
〇
〇
八
年
九
月
二
日
、Eric CH

EV
A

LIER

報
道
官
談
話

（
8
）　BRU

N
EL Sylvie, «La colonisation est-elle responsable du sous-développem

ent ?», Les cahiers de l’histoire, n

°11, 

pp. 10（-105.

（
9
）　V

ous nous accusez ensuite de présenter la période de colonisation com
m

e une période faste et totalem
ent 

lum
ineuse. N

ous vous répondons à nouveau : non ! 

La colonisation a ses parts d’om
bre égalem

ent – la dépossession des indigènes de leurs terres et leur soum
ission 

notam
m

ent –, m
ais reconnaissez, m

onsieur le rapporteur, m
es chers collègues, que, au fil des générations, cette 

colonisation conquérante, qui, forcém
ent, s’est accom

pagnée d’exactions, a fait des victim
es et entraîné des 

souffrances, a laissé la place à une présence, une fraternité, une égalité entre toutes les com
m

unautés qui vivaient 

dans ces pays.
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Ces rapports colonisateurs-colonisés se sont transform
és, petit à petit, en rapports de solidarité, tendant à une 

m
êm

e com
m

unauté de destin. Cela, vous ne pouvez pas le nier, à m
oins, m

onsieur le rapporteur, que vous ne 

décrétiez une fois pour toutes et ex abrupto que le péché originel de la colonisation interdit à tout jam
ais de parler 

d’une autre époque : de l’époque plus récente, pacificatrice, qui a incontestablem
ent enrichi ces régions.

Com
pte rendu intégral offi

ciel des débats de l’A
ssem

blée nationale, 1ère séance du （9 novem
bre, （005. 

w
w

w
.assem

blee-nationale.fr/1（/pdf/cri/（005-（006/（005-（006/（0060081.pdf　
（
ア
ク
セ
ス
日
時
：
二
〇
一
一
年
八
月
八
日
）

（
10
）　Prem

ièrem
ent, n’est-ce pas faire œ

uvre utile que de rappeler le rôle positif de la France à nom
bre de ces jeunes 

français issus de l’im
m

igration qui reçoivent au prem
ier degré les m

essages soulignant les aspects négatifs de la 

période coloniale ? Com
m

ent ceux-ci pourraient-ils ressentir une quelconque fierté d’être français dès lors que les 

historiens ne leur présentent la France que com
m

e un État qui a exploité leur pays d’origine et m
artyrisé leurs 

ancêtres ? （A
pplaudissem

ents sur les bancs du groupe de l’U
nion pour un m

ouvem
ent populaire.

）

Com
pte rendu intégral offi

ciel des débats de l’A
ssem

blée nationale, 1ère séance du （9 novem
bre, （005.

w
w

w
.assem

blee-nationale.fr/1（/pdf/cri/（005-（006/（005-（006/（0060081.pdf　
（
ア
ク
セ
ス
日
時
：
二
〇
一
一
年
八
月
八
日
）

（
11
）　D

u reste, com
m

ent ces jeunes gens se sentiraient-ils solidaires d’un peuple qui n’a de cesse de s’accuser d’avoir 

m
altraité leurs pères ?

Com
pte rendu intégral offi

ciel des débats de l’A
ssem

blée nationale, 1ère séance du （9 novem
bre, （005.

w
w

w
.assem

blee-nationale.fr/1（/pdf/cri/（005-（006/（005-（006/（0060081.pdf　
（
ア
ク
セ
ス
日
時
：
二
〇
一
一
年
八
月
八
日
）

（
1（
）　La colonisation n’est pas responsable de toutes les diffi

cultés actuelles de l’A
frique. Elle n’est pas responsable des 

guerres sanglantes que se font les A
fricains entre eux. Elle n’est pas responsable des génocides. Elle n’est pas 
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responsable des dictateurs. Elle n’est pas responsable du fanatism
e. Elle n’est pas responsable de la corruption, de 

la prévarication. Elle n’est pas responsable des gaspillages et de la pollution.
（
13
）　Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges, 

il a donné sa peine, son travail, son savoir.

（
14
）　Il y avait parm

i eux des hom
m

es m
auvais m

ais il y avait aussi des hom
m

es de bonne volonté, des hom
m

es qui 

croyaient rem
plir une m

ission civilisatrice, des hom
m

es qui croyaient faire le bien.

（
15
）　Le dram

e de l’A
frique, c’est que l’hom

m
e africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui depuis 

des m
illénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harm

onie avec la nature, ne connaît que l’éternel 

recom
m

encem
ent du tem

ps rythm
é par la répétition sans fin des m

êm
es gestes et des m

êm
es paroles.　

D
ans cet 

im
aginaire où tout recom

m
ence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure hum

aine, ni pour l'idée de progrès. 

D
ans cet univers où la nature com

m
ande tout, l’hom

m
e échappe à l’angoisse de l’histoire qui tenaille l’hom

m
e 

m
oderne m

ais l’hom
m

e reste im
m

obile au m
ilieu d’un ordre im

m
uable où tout sem

ble être écrit d’avance. Jam
ais 

l’hom
m

e ne s’élance vers l’avenir. Jam
ais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin. 

Le problèm
e de l’A

frique et perm
ettez à un am

i de l’A
frique de le dire, il est là. Le défi de l’A

frique, c’est d’entrer 

davantage dans l’histoire.

（
16
）　CH

RET
IEN

, Jean-Pierre, «Le point de vue de Jean-Pierre Chretien», Politique A
fricaine, Juin （006, N

10（, K
arthala, 

Paris.

（
17
）　Idem

（
18
）　Idem
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（
19
）　D

A
BEZIES Pierre, «O

u en est la France en A
frique?», Cercle PERICLES

（
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
）, （9/10/1997. 

（
（0
）　BLA

N
CH

A
RD

 Pascal, Fracture Coloniale, La découverte,Paris, （005, p37.
（
（1
）　V

ERSCA
V

E François X
avier, Fraçafrique, stock, Paris, （003.

（
（（
）　

仏
人
の
武
器
商
人
フ
ァ
ル
コ
ン
が
、
旧
ソ
連
製
の
武
器
を
不
正
に
ア
ン
ゴ
ラ
に
輸
出
し
た
事
件
。
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
＝
ミ
ッ
テ
ラ
ン

元
大
統
領
府
補
佐
官
（
ミ
ッ
テ
ラ
ン
元
大
統
領
の
実
子
）、
ア
タ
リ
元
欧
州
復
興
開
発
銀
行
、
パ
ス
ク
ワ
元
内
相
等
を
巻
き
込
ん
だ
政
治

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
発
展
し
た
。

（
（3
）　

ル
ワ
ン
ダ
大
虐
殺
に
関
す
る
仏
の
責
任
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
仏
の
公
式
見
解
は
、
仏
に
政
治
的
判
断
の
誤
り
は
あ
っ
た
も
の
の
、

故
意
に
大
虐
殺
に
参
加
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
キ
レ
ス
国
民
議
会
調
査
団
の
レ
ポ
ー
ト
に
準
ず
る
が
、仏
の
責
任
を
認
め
る
意
見
も
多
い
。

（
（4
）　N

IA
N

GO
RA

N
 BO

U
A

H
 Georges, «A

bandonnez-nous!», Esprit, août （005, p.（8.

（
（5
）　http://w

w
w

.indigenes-republique.org/spip.php?article835　
（
ア
ク
セ
ス
日
時
二
〇
一
一
年
八
月
八
日
）

（
（6
）　

本
稿
は
筆
者
が
在
フ
ラ
ン
ス
日
本
国
大
使
館
勤
務
時
代
（
二
〇
〇
八
年
一
月
～
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
に
執
筆
し
た
も
の
に
加
筆
・
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
全
て
筆
者
自
身
の
観
点
に
基
づ
く
私
見
で
あ
り
、
何
ら
大
使
館
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
で
な
い




